
規制、制度、慣行、

又は手続等の名称 
■■申請手続の省略 

規制、制度、慣行、

又は手続等の現状 

現在、○○を取得したものは、取得後○○日以内に、関連する書類を添付の上

で、申請書を市区町村に提出しなければならないとされている。 

具体的な問題点 

 

同手続きの添付書類として提出が求められている▲▲は、○○省所管の地方

○○事務所がそのデータを保有しており、同じく◆◆については、各都道府県○

○部局がそのデータを保有している。上記の２つのデータは、すでに行政機関内

に必要となるデータが保存されているにもかかわらず、該当者に改めて紙媒体

での提出を求めており、そのために、該当者は、必要な添付書類を様々な部局

から取り寄せた上、申請を行う必要があり、不便を被っている。 

問題により不利益を

被っている、困って

いる人又は団体等 

 ○○を取得した国民 

改善提案 

（解決方法及び解決

による効果） 

 

 

▲▲に関しては、申請書提出先の市区町村と、○○省所管の地方○○事務

所との間をデータ連携することにより、添付書類の提出が不要になる。また、◆

◆に関しても、同市区町村と都道府県○○部局とデータ連携をすることで、同様

に添付書類の提出が不要となる。 

また、添付書類の提出が不要となれば、そもそも該当者が○○を取得した事

実は、××を通して、自動的に地方自治体に情報提供されている事実を踏まえ

ると、該当者の申請手続きそのものが不要となる。 

以上により、現在申請手続きを行っている国民の負担が軽減する。あわせて、

申請書提出先の市区町村の窓口においても、紙による書類の確認作業が軽減

され、行政コストが削減される。 

なお、解決のためには、①■■法第○条に定められている添付書類の提出規

定、同施行規則第○条に定める当該書類の保管方法に関する規定を変更する

必要がある。 

根拠法 

■■法第○条 

■■法施行令第○条 

■■法施行規則様式第○ 
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